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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車の折りたたみ式シートのシートバックの背面に設置する物入れ装置であって、シ
ートバックの背面に固定する物入れ本体は、平板状の基板の左右の側縁および下縁に沿っ
て基板を囲む周壁を形成するとともに、基板の下半部には上記周壁間にまたがるカバー板
を設けて該カバー板と上記基板との間に上端が開口するポケット部を形成してなり、
　上記物入れ本体はその基板を上記シートバックの背面と間隙をおいて対向させて上記シ
ートに設置し、
　上記基板の裏面に沿って平板状のテーブル板を、収納状態の第１の位置と上記基板の上
端から延長する第２の位置との間で移動可能に設置し、
　かつ上記テーブル板の上端には該テーブル板の表面側へ突出する突出部を設けて、該突
出部に上記表面に沿い上記ポケット部と対向する方向に開口する溝を形成したことを特徴
とする自動車用シートの物入れ装置。
【請求項２】
　上記基板の左右の側縁に沿って、上記テーブル板の左右の側縁を摺動可能に受けるテー
ブル板支持部を形成した請求項1に記載の自動車用シートの物入れ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は自動車のシート、特に折りたたみ式シートの物入れ装置に関するものである。
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【０００２】
【従来の技術】
自動車の折りたたみ式シートには、シートバックを前方へ折りたたんで水平姿勢としたと
きに、その背面を物置きとして使用できるようにしたものや、シートバックが起立姿勢の
通常時には、その背面を物入れとしても使用できるようにしたものがある。
【０００３】
図９は、この種のシートに設けた物入れ装置の代表例を示すもので、物入れ装置３は合成
樹脂製で、平板状で外周に周壁３０２を設けた基板３０１と、基板３０１の下半部で対向
する周壁３０２間にまたがって設けたカバー板３０３からなり、基板３０１とカバー板３
０３との間で物入れ用ポケット部３０４を形成している。カバー板３０３は左右の両側が
薄肉のインテグラルヒンジ３０５としてあり、かつカバー板３０３には飲料容器を挿入す
る穴３０６が形成してある。物入れ装置３は、基板３０１を折りたたみ式シートのシート
バック（図略）の背面にねじ締め等により固定される（引用文献１参照）。
【０００４】
この物入れ装置３は、シートバック起立時にはポケット部３０４を本やチケット類等を入
れる物入れとして利用できる。そしてシートバックを折りたたむと、カバー板３０３をカ
ップホルダーとして利用でき、かつ基板３０１の上半部（前半部）を物置きとして利用で
きる。また、カバー板３０３の幅方向中央部を基板３０１側へ押し込んでインテグラルヒ
ンジ３０５を反転させてカバー板３０３を基板３０１に重ね合せると、基板３０１の下半
部も物置きとして利用できる。しかしながら荷物の載置面積は基板３０１内に限定される
。
【０００５】
また折りたたみ式シートバックの物入れとして、シートバックの背面にその左右両縁およ
び下縁に沿う部分を残して凹部を設け、シートバックの上縁に、幅が上記凹部に収納し得
る寸法で長さがシートバックの高さのほぼ半分のテーブル板の上縁を回動可能に連結した
構造のものが知られている（引用文献２参照）。
【０００６】
これによれば、シートバック起立時にはテーブル板を上記凹所の底面に重ね合わせた状態
で収納し、シートバックを折りたたんでテーブル板を前方へ回動させてシートバックの前
方へ延出する位置に設定することで、荷物載置面積をシートバックの前方へ拡大すること
ができる。
【０００７】
【引用文献１】
　　　　　実開昭６０－７９５４号公報
【引用文献２】
　　　　　実開平１２－２６４１０７号公報
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、引用文献２に記載の構造では、シートバック起立時、凹部の上半部に露見する
テーブルが異物感を与え見栄えがよくない。またシートバック起立時に背面に物入れ部が
ない。なお、引用文献２のシートバックの背面の下半部に、引用文献１のカバー板に相当
する部材を設けてポケット部を備えた構造にすることも考えられ得るが、凹部の上半部に
はテーブル板が重ね合わされているから、ポケット部に凹部の上半部にまたがる長さの物
品を挿し込んだときに物品の上部がテーブル板により押し出された形になってしまう。
【０００９】
そこで本発明は、シートバック起立時にシートバックの背面を物入れとして有効に利用す
ることができ、シートバック折りたたみ時には、シートバックの背面よりも広い物置き面
を形成することができ、そして見栄えもよい折りたたみ式シート用の物入れ装置を提供す
ることを目的としてなされたものである。
【００１０】



(3) JP 4135534 B2 2008.8.20

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明は、自動車の折りたたみ式シートのシートバックの背面に設置する物入
れ装置であって、シートバックの背面に固定する物入れ本体は、平板状の基板の左右の側
縁および下縁に沿って基板を囲む周壁を形成するとともに、基板の下半部には上記周壁間
にまたがるカバー板を設けて該カバー板と上記基板との間に上端が開口するポケット部を
形成してなり、上記物入れ本体はその基板を上記シートバックの背面と間隙をおいて対向
させて上記シートに設置し、上記基板の裏面に沿って平板状のテーブル板を、収納状態の
第１の位置と上記基板の上端から延長する第２の位置との間で移動可能に設置し、かつ上
記テーブル板の上端には該テーブル板の表面側へ突出する突出部を設けて、該突出部に上
記表面に沿い上記ポケット部と対向する方向に開口する溝を形成したことを特徴とする。
【００１４】
　請求項１の発明によれば、シートバックを折りたたんだとき、テーブル板を前方へ引き
出すことにより、物品載置面を基板よりも拡大することができる。一方、シートバック起
立時、シートバックの高さのほぼ全長にわたる長さで曲がりやすい物品をその下端部をポ
ケット部に挿し込んで保持させた場合、物品の上端を基板の上端に形成した溝に挿し入れ
ることで、物品を倒れることなく安定に保持することができる。
【００１５】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、基板の左右の側縁に沿って、上記テーブ
ル板の左右の側縁を摺動可能に受けるテーブル板支持部を形成することで、テーブル板を
スムーズに引き出し、引き入れることができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
　本発明の実施形態を説明するに先立ち、参考例として、本発明を達成する過程で発明者
らが試作したシートの物入れ装置について図1ないし図４により説明する。図１に示すよ
うに、自動車の助手席シートのシートクッション１の上面に水平姿勢に折りたためるよう
にしたシートバック２の背面に物入れ装置４が設置してある。物入れ装置４は、基板４１
１の下半部にポケット部４１２を形成した物入れ本体４１０と、蓋体４３０とからなる。
【００１７】
物入れ本体４１０は合成樹脂、例えばポリプロピレンの成形体であり、基板４１１は平板
状で、シートバック２の背面の左右の側縁および上下の両縁に沿う部分を残した中央部を
覆う大きさの矩形状に形成してある。基板４１１の左右の両側縁および下縁にはこれに沿
って基板４１１の表面側を取り囲む周壁４１３が形成してある。
【００１８】
基板４１１の下半部には、基板４１１を覆い、左右の側縁および下縁が上記周壁４１３の
上端縁に連結するカバー板４１４が設けてあり、このカバー板４１４と基板４１１との間
に上端開口のポケット部４１２を形成している。カバー板４１４には左右両側に飲料容器
を挿入する穴４１５が形成してある。またカバー板４１４の上端には乗員の手指を挿入し
得る大きさの切欠き部４１６が形成してある。
【００１９】
蓋体４３０は、物入れ本体４１０と同材質の合成樹脂からなり、幅は物入れ本体４１０の
左右の周壁４１３間に嵌入する寸法で長さは基板４１１の上半部を覆う長さとしてある。
テーブル板４３０は全体として平板状で図４に示すように上端（前端）４３１は裏面側へ
厚肉としてあり、端面は円弧状曲面に形成してある。蓋体４３０の外周には一般面に対し
てほぼ垂直の低い縦縁部４３２が形成してあり、長さ方向中央には左右の縦縁部４３２を
つないで蓋体４３０の表面を上下に仕切る仕切部４３３が縦縁部４３２と同じ高さに形成
してある。
【００２０】
蓋体４３０は、上端の左右両側が基板４１１の左右の周壁４１３の上端に回動自在に軸支
せしめてあり、基板４１１に沿う第１の位置から基板４１１を上方（前方）へ延長する第
２の位置との間で回動可能としてある。
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【００２１】
図４に示すように、蓋体４３０の上端は裏面側へ厚肉としてあり、厚肉とした蓋体４３０
の前端部の左右の端面には支軸４３４が突設してあり、各支軸４３４が基板４１１の左右
の周壁４１３に形成した軸受穴４１８に軸支される。
【００２２】
上記周壁４１３の内側面には軸受穴４１８まわりにこれと同心に扇形の凹部４１９が形成
してある。一方、蓋体４３０の前端部の左右両側の端面には支軸４３４まわりに、支軸４
３４が軸受穴４１８に軸支された状態で上記凹部４１９に嵌合する扇形の凸部４３５が形
成してある。上記凸部４３５の周方向の幅は上記凹部４１９の幅よりも小さくしてある。
蓋体４３０はこれを上記第１の位置に回動させると蓋体４３０の左右の縦縁部４３２が基
板４１１の左右の周壁４１３の内面に形成した段部４１７（図３，図４）に当接し蓋体４
３０は上記第１の位置となって閉じられる。蓋体４３０は閉状態でその外周の縦縁部４３
２が物入れ本体４１０のカバー板４１４および周壁４１３とほぼ面一となるように形成し
あり、蓋体４３０と基板４１１との間にポケット部４１２と連通する物品収納空間が形成
される。なお、蓋体４３０には下端（自由端）の左右の端面に小突起が形成してあり、基
板４１１の左右の周壁４１３の内面には小穴が形成してあって、蓋体４３０は閉じられた
ときに上記小突起が上記小穴に嵌合してロックされるようにしてある。
【００２３】
また蓋体４３０は図３に示すように上方（前方）へ回動させると、図４に示す蓋体４３０
の支軸４３４まわりの凸部４３５が基板周壁４１３の軸受穴４１８まわりの凹部４１９内
を摺動する。そして蓋体４３０が基板４１１を延長する位置（第２の位置）まで回動した
ときに上記凹部４３５の周方向の一方の端面（ストッパ面）４３５ａが上記凹部４１９の
周方向の一方の端面（ストッパ面）４１９ａに当接し、蓋体４３０がそれ以上回動しない
ようにしてある。
【００２４】
上記のように構成した物入れ装置４は、その基板４１１をシートバック２の背面にネジ部
材で締結することによりシートバック２に取付けられる。
【００２５】
シートバック２起立時、後席シートの乗員は、図１に示すように蓋体４３０を開き、ポケ
ット部４１２に物品Ｍ1 、例えば折りたたみ傘、携帯電話器、ペン、本等を入れることが
できる。蓋体４３０は閉じられるとカバー板３１４とほぼ面一に基板４１１を覆うからシ
ートバック背面の見栄えがよい。またポケット部４１２に基板４１１の全長にわたる長い
物品の下半部を収納したとき、その上半部は蓋体４３０に支えられるから安定である。
【００２６】
次に、図２に示すようにシートバック２を前方へ折りたたんでシートクッション１に重な
る水平姿勢としたとき、カバー板４１４の穴４１５内に飲料容器Ｐを立てることでカップ
フォルダーとして利用することができる。また蓋体４３０は、その表面に縦縁部４３２や
仕切部４３３が形成してあるから、携帯電話器やペン等の物品Ｍ2 を車両振動で蓋体４３
０外にずり落ちることなく載置することができる。
【００２７】
次に、蓋体４３０で基板４１１の前方に物置きを形成するには、図３に示すように蓋体４
３０を前方へ回動させると、基板４１１側の上記凹部４１９のストッパ面４１９ａに蓋体
４３０側の凸部４３５のストッパ面４３５ａが当接し、かつ蓋体４３０の上端部がシート
バック２の上端背面で支えられることで蓋体４３０は基板４１１を延長するほぼ水平姿勢
に保持される。これにより蓋体４３０の裏面を、手荷物等の物品を載置するテーブルとし
て使用することができる。
【００２８】
　図５ないし図８に本発明の実施の形態を示す。図５、図６に示すように自動車の折りた
たみ式助手席シートのシートバック２の背面には物入れ装置５が設置してある。物入れ装
置５は、基板５１１の下半部にポケット部５１２を形成した物入れ本体５１０と、基板５
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１１の裏面に沿って移動可能としたテーブル板５３０とからなる。
【００２９】
物入れ本体５１０は合成樹脂製で、長方形状の基板５１１の左右の側縁および下縁には表
面側へ突出する周壁５１３が形成してある。基板５１１の下半部には左右の周壁５１３を
またぐカバー板５１４が設けてあり、カバー板５１４と基板５１１の下半部との間にポケ
ット部５１２を形成している。カバー板５１４には飲料容器Ｐを挿入する穴５１５が形成
してある。
【００３０】
シートバック２の背面には左右の側縁および下縁に沿って周壁２１が形成してあり、上記
物入れ本体５１０はその周壁５１３をシートバック背面の周壁２１内に嵌込み、周壁５１
３を上記周壁２１内に設けたフレーム部材にねじ締めする等の手段によりシートバック２
に固定されている。
【００３１】
図６ないし図８に示すように、基板５１１はシートバック２の背面と若干の隙間をおいて
対向している。基板５１１の左右の側縁にはこれに沿い、基板５１１の裏面側へ突出し、
端縁が互いに対向する方向に屈曲する断面Ｌ字形のテーブル板支持部５１６が形成してあ
る。テーブル板５３０は、その左右の側縁を上記テーブル板受け部５１６に挿通させるこ
とで基板５１１の裏面に沿い摺動可能に保持されている。
【００３２】
図６および図８に示すように、テーブル板５３０の上端部には表面側へ突出する突出部５
３１が一体に形成してあり厚肉となっており、突出部５３１には上記ポケット部５１２と
対向する側に全幅にわたり断面コ字形の溝５３２が形成してある。溝５３２の相対向する
面の一方はテーブル板５３０の平板状の一般部の表面と共通面をなしている。
【００３３】
テーブル板５３０の一般部の長さは基板５１１とほぼ同一としてあり、テーブル板５３０
を基板５１１の裏面に収納してテーブル板５３０の下端がシートバック２の下縁の周壁２
１に当たったときに上端の溝５３２内に基板５１１の上端が入るようにしてある。
【００３４】
テーブル板５３０および物入れ本体５１０には、テーブル板５３０のほぼ２／３を基板５
１１外に引き出したときに、それ以上の引き出しを阻止するストッパ手段が設けてある。
ストッパ手段は基板５１１の上端からほぼ１／３の位置で左右のＬ字形の上記テーブル板
支持部５１６の屈曲端縁間をつなぐように形成したブリッジ部材５３４とテーブル板５３
０の下端縁中央で裏面側へ突出するストッパ部５３５からなり、図８に示すようにテーブ
ル板５３０を引き出すときにストッパ部５３５がブリッジ部材５３４に当接することでテ
ーブル板５３０の引き出し範囲が規制される。
【００３５】
上記のように構成した物入れ装置５において、シートバック起立時、後席シートの乗員は
ポケット部５１２に物品Ｍ3 を収納することができる。物品Ｍ3 の長さが基板５１１のほ
ぼ全長にわたる長さの場合には、物品Ｍ3 の上端をテーブル板５３０の溝５３２内に挿入
することで物品を倒れないように安定に保持することができる。
【００３６】
シートバック２をシートクッション１に沿う水平姿勢に倒し、テーブル板５３０を前方へ
引き出すことにより、テーブル板５３０を基板５１１とともに物置きとして使用すること
ができる。またテーブル板５３０の前端突出部５３１に凹部５３６を形成すればペン等の
小物入れとして利用できる。また、穴５１５を設けたカバー板５１４はカツプホルダとし
て使用できる。
【００３７】
【発明の効果】
　本発明の物入れ装置によれば、シートバック起立時、装置のポケット部に物品を入れる
ことができ、かつ物品を安定に保持することができ、また見栄えもよい。シートバックを
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折りたたんだときには、テーブル板を移動させることで、これを広い面積の物置として利
用することができる。またテーブル板に小物類を転落することなく載置保持することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　物入れ装置の参考例を示すもので、シートバック起立時の斜視図である。
【図２】　上記参考例の、シートバック折りたたみ時の斜視図である。
【図３】　上記参考例の、シートバック折りたたみ時に蓋体を開いて物置を形成した状態
を示す斜視図である。
【図４】　上記参考例の、蓋体の軸支部の構造を示す分解斜視図である。
【図５】　本発明の物入れ装置の実施形態を示すもので、シートバック起立時の斜視図で
ある。
【図６】　本発明の物入れ装置の、シートバック折りたたみ時にテーブル板が引き出され
る状態を示す斜視図である。
【図７】　図６に示す物入れ装置のVII－VII線に沿う断面図である。
【図８】　図６に示す物入れ装置のVIII－VIII線に沿う断面図である。
【図９】　従来の物入れ装置の斜視図である。
【符号の説明】
　１　シートクッション
　２　シートバック
　３　従来の物入れ装置
　４　物入れ装置の参考例
　４１０　物入れ本体
　４１１　基板
　４１２　ポケット部
　４１３　周壁
　４１４　カバー板
　４１５　飲料容器用穴
　４１８　軸受穴
　４３０　蓋体
　４３２　縦縁部
　４３３　支軸
　５　本発明の物入れ装置
　５１０　物入れ本体
　５１１　基板
　５１２　ポケット部
　５１４　カバー板
　５１５　飲料容器用穴
　５１６　テーブル板支持部
　５３０　テーブル板
　５３１　突出部
　５３２　溝
　５３５　ストッパ
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